
 

『２兆円超の消費税引き上げ対策 政府が９項目の基本方針公表』 
  

 報道によると政府は先般、消費税率引き上げに伴う以下の対策９項目を公表した。予算規模は２兆円

を上回るとの見方もある。１）プレミアム付き商品券の発行：低所得者や０～２歳児のいる世帯に自治体

が発行。額面２万５０００円の券を２万円で購入できる。利用は発行自治体内で、大型店でも可能。２）

キャッシュレス決済時のポイント還元：クレジットカードやＱＲコード等で決済すると、購入額の５％が次

の買い物で使用できる。中小店限定で、２０２０年夏まで実施。３）自動車、住宅購入者への税・予算措置：

自動車税の軽減、住宅ローン減税の拡充。省エネ・耐震機能に優れた新築住宅の購入・改修へのポイ

ント付与。４）個人番号カードへのプレミアムポイント：終了後の一定期間、地域の商店等で使える「自治

体ポイント」をカードの保有者に付与。５）防災・減災、国土強靭化計画：重要インフラを緊急点検し、２０

１８～２０年度で集中的に実施。６）商店街の活性化 ７）幼児教育の無償化、年金生活者支援 ８）軽減税

率制度 ９）増税時の柔軟な値上げを促す指針策定いずれも予算措置や税制の見直しを要し、当初予

算の編成過程で詳細を詰める。２）については、現金のみで商売する地域商店の衰退に拍車がかかると

の不安も広がっている。 
 

『Ｈ２９年度法人税等調査事績 海外取引法人等の申告漏れ増加』 
         

 国税庁はこのほど、平成２９事務年度法人税等の調査事績の概要を公表した。今回実地調査をした

中での非違のあった法人は７万３千件（前年並み）で、申告漏れ所得金額は９，９９６億円（前年同比１２

０．９％）、追徴税額は１，９４８億円（同１１２．４％）だった。法人消費税の追徴税額（７４８億円：同９５．３％）、

源泉所得税等の追徴税額（３０４億円：同１０８．３％）は前年から大きくは変わらず、消費税不正還付請

求の追徴は２５７億円（同８６．８％）と減少した。 

 増加したのは海外取引関連で、海外取引先への手数料水増し計上等の不正計算等による非違が４

千５百件（同１３４．９％）、申告漏れ所得金額は３，６７０億円（同１５５．１％）となった。非居住者や外国法

人への支払いについての追徴課税は７８億円（同１８４．１％）に上った。不正発見割合の高い業種ラン

キングは、昨年同様「バー・クラブ」「外国料理」「大衆酒場、小料理」のベスト３のほか、４位に「その他の

飲食」６位に「その他の道路貨物運送」が浮上した。また組織区分別では、「財団・社団法人」の１件当た

りの申告漏れが６６，２６１千円（前年対比８１４％）、不正１件当たりの不正所得金額も前年対比７９４．２％

と急増している。 
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＜冬期休業のご案内＞ 
平成３０年１２月３０日（日）から平成３１年１月４日（金）まで休業させていただきます。 

次回の発信は１月７日（月）の１２４９号です。よろしくお願いいたします。 
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